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第 71回中央委員会議案 
 

第３号議案  ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研労働組合加入の件 

 

 

損保労連規約第 10 条にもとづき、第 71 回中央委員会において、ＭＳ＆ＡＤインターリス

ク総研労働組合の損保労連への加入を承認することを提案します。 

 

【加入申請組合】 

 名称      ： ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研労働組合 

 本部所在地： 東京都千代田区神田淡路町 2丁目 105番地 

MS＆ADインターリスク総研株式会社内 

 代表者名  ： 多田 彩乃 

 組合員数  ： 314名（2024年２月現在） 

 

【提案理由】 

損保労連は、ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研労働組合（以下「インターリスク労組」といいます。）

より、2024年３月４日付で「損害保険労働組合連合会加入申請書」を受理しました。 

 

中央執行委員会は、インターリスク労組が、損保労連の綱領・活動方針に賛同し、今後の活動を

すすめていく意志を明確にしていることから、第 71 回中央委員会において同労組の加入承認の

審議（下記※の取り扱いを含む。）を行うこととしました。 

 

 

※ インターリスク労組の加入に際しての加入金、組合費の取り扱いは、以下のとおりとします。 

✓ 加入金 

インターリスク労組は、損保労連加盟組織である三井住友海上労働組合（以下「三井住友労組」とい

います。）の分会からの分離・独立により設立された労働組合であることから、純粋な新規加入にあた

らないものと判断し、加入金は徴収しないこととします。 

✓ 組合費（59 期分） 

組合費水準については、損保労連規約第 67 条に定める「その他の単位組合」として、組合員１人あた

り月額 210 円とします。なお、今期組合費については、既に三井住友労組より徴収しています。 

 

 

以 上 


